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国立研究開発法人物質・材料研究機構 中長期計画 新旧対照表(案） 

 

                        下線部は改正部分 

中長期計画（変更案） 現行中長期計画 備考（理由） 

（略） 

Ⅰ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためにとるべき措置 

（略） 

２．研究成果の情報発信及び活用促進 

機構は、得られた研究成果を新たな価値創造に結びつけるため、成

果の社会における認知度を高め、社会還元に繋げていく。また、産学

官連携による研究情報の蓄積・発信体制の強化を図り、我が国におけ

る研究情報の好循環と戦略的な社会実装を促す。具体的な活動は以下

のとおりである。 

 

2.1 広報・アウトリーチ活動及び情報発信 

（略） 

 

2.2 知的財産の活用促進 

知的財産の活用促進にあっては、機構で創出した研究成果の将来的

な用途展開を視野に入れ、基本技術のみならず、周辺技術も含めた形

で出願・権利化を行うなど、長期的な視点で幅広い権利を確保する必

要がある。また、知的財産の維持管理にあっては、出願から権利確保、

権利消滅までの期間が極めて長期に亘ることから、単年度の維持管理

コストの多寡のみならず、長期的かつ戦略的な観点から運用を行う必

要がある。 

以上の観点を踏まえ、機構は、1.1の基礎研究及び基盤的研究開発に

おいて得られた研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るための優れた知的財産を創出するとともに、権利化を

図り、3.4のような様々な連携スキームを活用して組織的かつ積極的に

技術移転に取り組む。さらに、機構の研究開発の成果を事業活動にお

いて活用し、又は活用しようとする者（成果活用事業者）に対する出

（略） 

Ⅰ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためにとるべき措置 

（略） 

２．研究成果の情報発信及び活用促進 

機構は、得られた研究成果を新たな価値創造に結びつけるため、成

果の社会における認知度を高め、社会還元に繋げていく。また、産学

官連携による研究情報の蓄積・発信体制の強化を図り、我が国におけ

る研究情報の好循環と戦略的な社会実装を促す。具体的な活動は以下

のとおりである。 

 

2.1 広報・アウトリーチ活動及び情報発信 

（略） 

 

2.2 知的財産の活用促進 

知的財産の活用促進にあっては、機構で創出した研究成果の将来的

な用途展開を視野に入れ、基本技術のみならず、周辺技術も含めた形

で出願・権利化を行うなど、長期的な視点で幅広い権利を確保する必

要がある。また、知的財産の維持管理にあっては、出願から権利確保、

権利消滅までの期間が極めて長期に亘ることから、単年度の維持管理

コストの多寡のみならず、長期的かつ戦略的な観点から運用を行う必

要がある。 

以上の観点を踏まえ、機構は、1.1の基礎研究及び基盤的研究開発に

おいて得られた研究成果を多様な応用分野に波及させていくための優

れた知的財産を創出するとともに、権利化を図り、3.4のような様々な

連携スキームを活用して組織的かつ積極的に技術移転に取り組む。技

術移転にあっては、効果的に社会への還元を行うべく、個別の技術動

向や市場規模・ニーズ等を考慮し、将来の実施料収入に繋がるような

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料４ 

 2 

中長期計画（変更案） 現行中長期計画 備考（理由） 

資並びに人的及び技術的援助を行う。なお、成果活用事業者に対する

出資に際しては、各事業者の事業計画を適切に評価し、成果の実用化

及び経営状況の把握に努める。技術移転にあっては、効果的に社会へ

の還元を行うべく、個別の技術動向や市場規模・ニーズ等を考慮し、

将来の実施料収入に繋がるような質の高い実施許諾を行うこととし、

新規・継続を合わせた実施許諾契約総数は、毎年度平均で90件程度を

維持する。 

企業連携を実施するに当たり、機構と相手企業が相互にメリットを

追求可能な特許の取り扱いができるよう、技術分野や市場の状況、様々

な連携スキーム等に応じて柔軟に対応する。さらに、重要な技術につ

いては、共有特許を第三者への実施許諾自由とすることにより、機構

主導の下で特許ポートフォリオ（機構が出願・保有する特許網）の構

築を進める。 

実用化される製品は日本市場のみならず、世界市場での販売が想定

されるため、外国特許を積極的に出願することとし、毎年度平均で100

件程度の外国出願を行う。なお、外国特許は出願費用及びその後の維

持管理費用が高額であるため、特許性や市場性等を考慮しつつ、必要

と認められるものを厳選して行うなど、常に費用対効果を意識して対

応する。 

 

質の高い実施許諾を行うこととし、新規・継続を合わせた実施許諾契

約総数は、毎年度平均で90件程度を維持する。 

企業連携を実施するに当たり、機構と相手企業が相互にメリットを

追求可能な特許の取り扱いができるよう、技術分野や市場の状況、様々

な連携スキーム等に応じて柔軟に対応する。さらに、重要な技術につ

いては、共有特許を第三者への実施許諾自由とすることにより、機構

主導の下で特許ポートフォリオ（機構が出願・保有する特許網）の構

築を進める。 

実用化される製品は日本市場のみならず、世界市場での販売が想定

されるため、外国特許を積極的に出願することとし、毎年度平均で100

件程度の外国出願を行う。なお、外国特許は出願費用及びその後の維

持管理費用が高額であるため、特許性や市場性等を考慮しつつ、必要

と認められるものを厳選して行うなど、常に費用対効果を意識して対

応する。 

 

 

 


